
菊池寛通り（中央公園南）交差点の信号機を、 

歩車分離式信号に変更する社会実験を実施します 

 

高松中心市街地の回遊性向上を図るため、中央通り（国道 11 号）の菊池寛通り（中

央公園南）交差点において、横断歩道及び自転車横断帯は現状のままで、信号機を歩行

者専用現示方式※による歩車分離式信号に変更する社会実験を実施します。 

 ※全ての方向の自動車等を同時に停止させている間に、全ての方向の歩行者等を同時

に横断させる方式（斜め方向への横断は不可） 

 信号機の点灯する順番が変わりますので、同交差点を通行の際は正面の信号をよく見

て通行してください。 

１ 目  的 

 

２ 期  間 

 

３ 場  所 

歩車分離式信号による自動車交通への影響を確認するもの 

 

令和８年１月 28 日（水）10 時 30 分頃～（１年間程度を予定） 

 

菊池寛通り（中央公園南）交差点 

※詳細は下図 

 

４ 周知方法 

 

実施箇所周辺に周知看板を設置 

 



５ お問合せ先 香川県土木部都市計画課（社会実験に関すること） 

TEL 087-832-3866 

国土交通省高松国道維持出張所（国道に関すること） 

TEL 087-881-4317 

高松市都市整備局道路管理課（市道に関すること） 

 TEL 087-839-2515 

香川県警察本部交通部交通規制課（信号運用に関すること） 

 TEL 087-833-0110 

-以上- 

 


